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10月～12月は滞納整理強化期間

　
税
負
担
の
公
平
性
・
税
収
入
を
確
保
す
る
た
め
、
本
市
を
は
じ
め
県

内
63
市
町
村
と
埼
玉
県
で
は
「
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
」
を
合
言
葉
に
徴
収

対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。
期
限
内
の
納
付
が
確
認
で
き
な
い
か
た
に
対

し
早
期
納
付
を
呼
び
か
け
、
悪
質
な
滞
納
者
に
対
す
る
差
し
押
さ
え
の

強
化
な
ど
滞
納
の
解
消
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

税
金
を
知
ろ
う
⑥

滞
納

ス
ト
ッ
プ
！

滞納整理の流れ

　滞納市税には、納期限の翌日から納付の日までの延滞金が加算
されます。滞納期間が長期になると、延滞金も増えていきます。

納期限から20日以内に督促
状を送付し、それでも納付が
ない場合は催告を行います。

金融機関、勤務先、取引先な
どに対し質問、検査を実施し
ます。

差し押さえた財産の公売や取
り立てを行います。

財産の差し押さえを行います。

　納
め
忘
れ
と
な
っ
て
い
る
市
税
は
、
次

の
方
法
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

督
促
状
の
送
付

　
納
期
内
の
納
付
が
さ
れ
な
い
場
合
は
、

納
期
限
か
ら
20
日
以
内
に
督
促
状
を
発
送

し
ま
す
。

電
話
に
よ
る
お
知
ら
せ

　
「
川
口
市
納
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
」
を
開
設
し
、
納
め
忘
れ
や
遅

れ
に
よ
り
、
市
税
な
ど
の
各
納
期

が
過
ぎ
て
も
納
付
の
確
認
が
取
れ

な
い
か
た
に
対
し
、
早
め
の
納
付

を
促
す
た
め
に
、
電
話
で
お
知
ら
せ
を
し

て
い
ま
す
。

昨年度総発送件数 約23万件

毎月約8千人に連絡

催
告
書
の
送
付

　
督
促
状
の
発
送
後
に
も
納
付
が
な
さ
れ
な

い
場
合
は
、
催
告
書
に
よ
り
滞
納
市
税
の
納

付
催
告
や
納
税
相
談
窓
口
の
案
内
、
滞
納
処

分
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
病
気
や
失
職
な
ど
、
特
別
な
事
情
で
納
期

内
の
納
付
が
難
し
い
、
滞
納
が
膨
ら
み
一
括

で
の
納
付
が
難
し
い
場
合
な
ど
は
、
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

滞
納
が
続
く
と
…

日
　時
…
10
月
28
日
（
金
）
、
31
日
（
月
）

　19
時
ま
で

場
　所
…
3
階
１
番
納
税
課
窓
口（
市

民
税・固
定
資
産
税・軽
自
動

車
税
）

1
階
11
番
国
民
健
康
保
険
課

窓
口（
国
民
健
康
保
険
税
）

持
ち
物
…
納
付
書
や
催
告
書
な
ど
市
税

に
関
す
る
通
知
書
、
印
鑑

　
滞
納
が
続
い
た
場
合
は
、
財
産
調
査
を
経
て
、

差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
厳
正
に
行
い

ま
す
。

　
滞
納
処
分
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
詳
し
く
解

説
し
ま
す
。

市
・
県
民
税
第
3
期
、
国
民
健
康
保
険
税

第
４
期
　
納
期
限
…
10
月
31
日
（
月
）

夜
間
納
税
相
談
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。

今
月
の
納
期

納
め
忘
れ
の
お
知
ら
せ
は
、

書
類
の
作
成
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

経
費
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

納
期
内
納
付
で
経
費
の
削
減
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

滞
納
を
早
期
解
消

す
る
取
り
組
み

納税通知書発送

滞納

督促・催告

財産調査

財産差し押さえ

換価（公売・強制取立）

川口市役所
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